
や ま な し 障 害 者 プ ラ ン ２ ０ １ ２ 概 要

計画の基本的な事項
１ 計画の位置付け

障害者基本法に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画
である「山梨県障害者計画」と、障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関す
る計画である「第３期山梨県障害福祉計画」を統合した計画

２ 計画の期間
平成２４年度～平成２６年度

３ 障害保健福祉圏域

福祉と保健・医療の連携を図るため、高齢者福祉圏域及び地域保健
医療計画の二次医療圏と同一の４圏域（中北圏域、峡東圏域、峡南圏
域、富士・東部圏域）とする。

４ 計画の進行管理

計画で定めた事業の目標や数値目標、各年度におけるサービスの見
込量に対する達成状況について、施策推進協議会（附属機関）に報告
し、点検・評価を受ける

基本理念「共生社会の実現」
県民誰もが、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人

として尊重されるものであるとの理念に則り、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のた

めの施策を総合的かつ計画的に推進することにより、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す

分野別施策の展開
共生社会の実現のため、三つの施策目標を掲げ、２８３の主な施策を展開

地域生活移行・就労支援等に関する数値目標
及びサービスの見込量等

１ 平成２６年度における地域生活移行・就労支援等
に関する数値目標

(1) 施設入所者の地域生活への移行 ２３９人
(2) 入院中の精神障害のある人の地域生活への移行
１年未満入院者の平均退院率 ７６％

５年以上かつ６５歳以上の退院者数 １９人
(3)福祉施設利用者の一般就労への移行 １２３人

２ 各年度におけるサービスの見込量

３ 各年度における指定障害者支援施設の必要入所

定員総数

４ サービス提供を担う人材の養成・確保

(1)障害福祉サービス等に係る人材の研修
(2)障害福祉サービス等の事業者に対する第三者評価
(3)障害のある人等に対する虐待の防止

５ 山梨県地域生活支援事業
(1)専門性の高い相談支援事業
(2)広域的な支援事業
(3)その他の事業

６ 障害保健福祉圏域単位を標準とした指定障害
福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の
方策
県全体及び各保健福祉圏域の現状と課題、
取組みの方向

【参考】 障害のある人の現状

数値目標の設定
計画の実効性を確保するため、２８３項目の施策のうち、数値目標化できる５１の項目に

ついて目標を設定

項目 単位 H24 H25 H26
指定障害者支援施設
必要入所定員総数

人分 1,586 1,546 1,497

現行プラン策定後の障害者施策に関する法令の整備等

１ 障害者虐待防止法の施行（Ｈ２４．１０）

障害者虐待の禁止、障害者虐待防止に係る国等の責務等

２ 改正障害者総合支援法の施行（Ｈ２５．４）
障害者の範囲、障害支援区分の創設、障害者に対する支

援対象拡大、サービス基盤の計画的整備

３ 障害者優先調達推進法の施行（Ｈ２５．４）

障害者就労施設等の受注機会増大を図るための措置（地

方公共団体等は調達方針を作成、実績の公表）等

４ 障害者差別解消法の公布（Ｈ２５．６）

障害を理由とする差別の禁止、合理的配慮の不提供の禁

止
５ 障害者の権利に関する条約の批准（Ｈ２６．１）

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し，障害者の
固有の尊厳の尊重を促進することを目的として，障害者の
権利の実現のための措置等について定める条約

H23（人） H26（人） 増減

41,387 39,850 -3.7%

5,463 5,777 5.7%

5,143 6,041 17.5%

3,580 4,027 12.5%

1.67% 1.70% 0.03

特別支援学校高等部
H22年度卒業生数（人） 就業 進学 施設利用 その他

124 13 9 97 5

項目

進路状況

身体障害者手帳交付者数

療育手帳交付者数

精神保健福祉手帳交付者数

特定疾患医療受給者証交付者数

民間企業実雇用率

資料１－１

山梨県障害者計画 第３期山梨県障害福祉計画

ｅ 選挙等における配慮の推進 ２

エ 社会参加への支援 ｃ 外出や移動等の支援の充実 ９

ｄ 誰もが使いやすい製品の普及促進・利用 ２

ａ 情報のユニバーサルデザイン化の推進 １８

ｂ 生涯学習、スポーツ、レクリエーション、芸術、文化活動の振興 １１

ａ 雇用の場の拡大 ８

ウ 雇用・就労の支援

ｂ 職業相談・雇用の促進等 ２０

ａ 一貫した教育的支援体制の整備 ２０

イ 教育の充実

(3)
自らの力を高め地域で
 いきいきと活動するために

ｂ 指導力の向上と専門機関の充実 １２

ア 保健・医療の充実 ｂ 地域療育の推進 １０

ｃ 医療・リハビリテーション等の充実 ２１

ｃ 福祉マンパワーの確保 ２

ａ 障害の原因となる傷病の予防・治療 １８

ａ 訪問系・日中活動系サービスの充実 １５

イ 障害福祉サービスの充実 ｂ 居住系サービスの充実 １９

ａ 相談支援体制の充実と連携 ２１

ア 自己選択・自己決定の支援

(2)
生まれ育ち住み慣れた
　　　　まちで暮らすために

ｂ 権利擁護等制度の活用促進 １２

ｂ 公共交通機関や歩行空間等のユニバーサルデザインの推進 ８

エ 安全・安心の確保 ａ 防災対策等の推進 ２３

(1)
誰もが暮らしやすい
　　　　　まちをつくるために

ｂ 障害のある人の活動の支援 ４

ａ 建築物等のユニバーサルデザインの推進 １３

ウ ユニバーサルデザインの推進

福祉教育等の推進 ５

ａ ＮＰＯ、ボランティア等の活動の推進 ４

イ 協働体制の整備

施策目標（３） （１０） （２４） （２８３）

ａ 啓発・広報活動の推進 ６

ア 相互理解の促進

ｂ

単位 H24 H25 H26

訪問系サービス 時間分 26,035 28,959 31,812

日中活動系サービス 人日分 74,836 82,326 89,654

居住系サービス 人 1,711 1,770 1,829

共同生活援助 人 525 624 732

施設入所支援 人 1,186 1,146 1,097

相談支援 人 345 681 1,017

サービス等の種類

  時間分：月間のサービス提供時間

人日分：月間の利用人員×１人１か月あたりの平均利用日数で
　　　　　 算出されるサービス量


